
平成 2７年度 

第３回 西胆振保健医療福祉圏域連携推進会議議事録 

          【主な意見等】（ホームページ掲載用） 

 

日 時：平成 28 年 3 月 2 日（木）18：45～20：30 

場 所：胆振総合振興局 3 階 大会議室Ａ 
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【主な意見】 

○ 資料１について、7 月と 11 月の議論が、おおむね書かれて最終的な方向で、うまく入れ込み

ながら、この地域の結論的なことを作っていきたい。 

 

○ 今の医療情勢で担っている在宅医療と、2025 年にいろいろ誘導された時に担わなければいけ

ない在宅医療と、まったく違うような気がする。  

  同じ質の医療をそのままスライドして在宅医療という言い方はかなり難しいと思う。  

 

○ 一般病床 175 点未満だとしても自宅という意味で言うと、介護力が備わっていないと現実に

自宅に帰すことは難しい。  

 

○ ２年後に介護病床無くなる。今、国が在宅施設的な３分類のものを出しているが、その３分

類のどこかにはまっていくことになるのだろう。介護病床からも相当数がそういう施設とい

うかたちでの在宅等の数に含まれていくのだろと思う。  

 

○ 地域医療構想は質の高い医療を提供することが本来の目的であるにもかかわらず、介護病床

から在宅施設的な施設になると、看護師さんとかマンパワーが薄くなる。薄くなって診療報

酬が安くなるから国は負担が軽くなる、そうなると本当に質が高くなったと言えるのか、お

おきな疑問を持つ。  

  

○ 医療の提供側の方としては、かなり今の時点ではマンパワーが不足している。在宅移行分の

単なる数だけでなくて、医療の必要度の高い方も出てくることも考えながら、この地域で在

宅医療をどう進めていくのか、今後検討していかなくてはならない。  

 

○ ４分類の回復期というのは、回復期リハビリ病床と慢性期で回復期をやっている所も入る。  

 

○ 高度急性期、急性期はもっと減らしても良いけれど、回復期は増やさないと、経営的に成り

立たないシステムになって来つつある。今の段階から回復期を充実させないと急性期を維持

できなくなってしまう。 

 

 

 

 

【主な質疑】 

１ 2025 年で老健の入所者だいたい 1,030 人という予想で出ているが、1,030 という数字は本当

に正しいのか。 

 

〔事務局〕 

  2025 年の 1,030 というのは、市町村が介護保険計画第６期をつくった時に、これだけ整備し

なければならないと市町村が積み上げた数字。 

  介護保険計画は３年ごとに見直していく。３年後、見直す時には数字は変わっていくのでは

ないか。 

 



２ この構想が提案された時、2025 年までに決め、そのあと病床医療区分はそのまま変えられま

せん、動きだしたら、再評価、再申請は出来ないというような事を聞いたが。 

  2025 年以降も短期のあいだに再評価、再申請出来るのか。 

 

〔事務局〕 

  けっして法的に一回決めたものを、変えてはだめですとなると、病床機能報告制度というの 

も成り立たない。動かせないとなると、決してそうではないという理解でいいと思う。 

 

３ 西胆振に関しては、2013 年と 2025 年、急性期、高度急性期はほとんど変わらないのか。  

 

〔事務局〕 

2013 年の医療需要を、今回の稼働率で割り返すとほぼ数字は、ベッド数は同じようになるだ

ろうと思う。 

 

４ 地域包括ケアシステム、これ自体疑問で誰が主体となるのか。 

 

〔事務局〕 

 介護保険法の改正で市町村が主体になってやるというのが今回成立したこと。 

 

５ 構想を進める基本姿勢、「西胆振圏域では、今回の推計値を 2025 年の必要病床数としつつ」 

としているが、この文言は、「今回の必要病床数は推計値として理解する」というようにし

ないと、推計値を絶対値のように思ってしまう国語上の問題があるのではないか。 

 

〔事務局〕 

  そこはご指摘のとおりかと思う。 

 


